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・
金
曜
日
発
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規
則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
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証
明
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特
例
に
関
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る
規
則
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流
域
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財
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す
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計
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漁
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災
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補
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八
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二
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定
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よ
る
同
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（
農
林
水
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政
策
課
）
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○
公
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）
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…
…
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…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）
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規

則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
八
号

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
令
和
四
年
山
口
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
号
中
「
第
八
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第

十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
九
号

流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
四
十
三
条
中
「
私
人
」
を
「
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
委
託
に
係
る
支
出
事
務
の
検
査
）

第
五
十
九
条

知
事
は
、
課
長
を
し
て
、
法
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二

百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
支
出
の
事
務
に
つ
い

て
、
定
期
及
び
臨
時
に
検
査
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
二
条
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一

号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項

第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

向
島
区
域

主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

山
口
県
告
示
第
百
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
清
瀬
町
四
丁
目
三
七
八
の
一
三
、
三
七
八
の
二
八
、
三

八
五
の
二
及
び
三
七
八
の
二
八
地
先

六
・
〇～

八
・
一

八
・
三
令
和
六
、
三
、
二
一

公

告

（
九
五
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
豊
北
町
土
地
改
良

区

理

事

藤
岡

昌
二

下
関
市
豊
北
町
大
字
滝
部
三
〇
七
六

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
豊
北
町
土
地
改
良

区

理

事

山
田

英
樹

下
関
市
豊
北
町
大
字
滝
部
三
四
六

（
九
六
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
末
武
上
字
上
中
嶋

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

セ
キ
ス
イ
ハ
イ
ム
中
四
国
株
式
会
社

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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